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1．当社及び当社グループ経営に関わる重要事項については、社長、取締役、執行役員、常勤監査役等で構成される

　　「経営会議」の審議を経て、「取締役会」（原則、月１回開催）において執行決定を行っています。

2．経営会議・取締役会に先立つ審議機関として、目的別に人事委員会、技術開発委員会、品質管理委員会、環境保

　　全委員会、カーボンニュートラル推進委員会、リスクマネジメント委員会などの全社委員会を設置しています。
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